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伊那市水防計画　新旧対照表 

（下線の部分は改正部分） 
 ページ 旧 新 摘　要

 ５ 第１章第５節  水防の責任等 

１から３　（略） 

 

 

 

 

 

４　気象庁の責任 

　　（中略） 

５　居住者等の義務 

　　（中略） 

６　水防協力団体の義務 

　　（中略） 

第１章第５節  水防の責任等 

１から３　（略） 

４　河川管理者の責任 

(1) 水防管理団体が行う水防への協力（河川法第22条の２） 

(2) 水防管理者に対する浸水被害軽減地区の指定及び市町村長

に対する水害リスク情報の把握に関する情報提供及び助言

（法第15条の12） 

５　気象庁の責任 

　　（中略） 

６　居住者等の義務 

　　（中略） 

７　水防協力団体の義務 

　　（中略） 

県計画の表現と統一

伊那市防災会議　関係資料
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ページ 旧 新 摘 要

 ７ 第２章第１節　組織 

４　水防本部等の構成 

第２章第１節　組織 

４　水防本部等の構成 

 

 

組織再編に伴う、水

防本部の組織変更

副市長
教育長

危機管理監

総務部長
企画部長
文化スポーツ部長
市民生活部長
保健福祉部長

農林部長
農林部参事
商工観光部長
建設部長
建設部参事
水道部長

会計管理者
教育次長
議会事務局長
高遠町総合支所長
長谷総合支所長

文化スポーツ部

・市からの要請
・各機関からの派遣

会議参加者

災害対策本部長

災害対策副本部長
災害対策本部員
伊那消防署長
消防団長
本部事務局

会議参加者

災害対策本部長
災害対策副本部長
災害対策本部員
伊那消防署長
本部事務局

会議参加者

危機管理監
総務部長
企画部長
文化スポーツ部長
市民生活部長

保健福祉部長
農林部長
農林部参事
商工観光部長
建設部長
建設部参事

水道部長
会計管理者
教育次長
議会事務局長
高遠町総合支所長
長谷総合支所長

本部事務局

教　育　部

災害対策本部長 本部事務局

【本部長】市　長
本部事務局 情報連絡室 関係機関派遣連絡員

災害対策副本部長 災害バイク隊

総務課

秘書広報課

災害対策本部員 財政課

契約課

徴収対策課

監査委員事務課

企画政策課

企　画　部 地域創造課 伊那地域自治対策支部

情報政策推進課 富県現地対策支部

文化交流課 美篶現地対策支部

関係機関連絡員
スポーツ課 手良現地対策支部

生活環境課 東春近現地対策支部

市民生活部 市民課 西箕輪現地対策支部

災害対策本部会議
税務課 西春近現地対策支部

社会福祉課

福祉相談課

子育て支援課
高遠町現地災害対策本部

災害警戒本部会議 健康推進課
現地対策本部長

総合支所長
農政・農地集約課

現地対策副本部長
総務課長農　林　部 50年の森林推進課

農業委員会課
総務班

災害対策連絡会議 商工振興課
市民福祉班

産業立地推進課
農林建設班

商工観光部 観光課

高遠商工観光課

南アルプス課

長谷現地災害対策本部
建設課

現地対策本部長
総合支所長管理課

都市整備課 現地対策副本部長
総務課長

伊駒アルプスロード推進課

総務班
水道業務課

市民福祉班
水　道　部 水道整備課

農林建設班

会　計　部 会計課

学校教育課

生涯学習課

議　会　部 議会課

総　務　部

文化スポーツ部

保健福祉部

教　育　部

建　設　部
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ページ 旧 新 摘 要

 ９ 第２章第２節　水防機関の概要　 
水防機関の定員は、おおむね次の基準による。ただし、水防管理者が水防

実施に支障がないと認める場合は、この基準以下に減じてもよい。 
１　水防上特に重要と認められる箇所については、河川延長20メートルに

つき１人　 
２　その他の箇所については、その延長50メートルにつき１人 

 

 

 

 

第２章第２節　水防機関の概要　 

　水防機関の概要は、次表のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

県計画の表現と統一 

 

 

 

 

 

団員数の変更及び車

両数の変更

 11 第３章第 1節　気象庁が行う予報及び警報 
１　気象台が発表又は伝達する注意報及び警報等 

長野地方気象台長は、気象等の状況により洪水のおそれがあると

認められるときは、その状況を国土交通省中部地方整備局長及び長

野県知事に通知するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求め

て、これを一般に周知させる。 

（中略） 

指定河川洪水予報を除いた水防活動の利用に適合する注意報、警

報の種類と対応する一般の利用に適合する注意報、警報、特別警報

の種類及びそれらの発表基準、並びに大雨警報・洪水警報等を補足

する情報は、次のとおりである。 

第３章第 1節　気象庁が行う予報及び警報 
１　気象台が発表又は伝達する注意報及び警報等 

長野地方気象台長は、気象等の状況により洪水等のおそれがある

と認められるときは、その状況を国土交通省中部地方整備局長及び

長野県知事に通知するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求め

て、これを一般に周知させる。 

（中略） 

指定河川洪水予報を除いた水防活動の利用に適合する注意報、警

報の種類と対応する一般の利用に適合する注意報、警報、特別警報

の種類及びそれらの発表基準は、次のとおりである。 

 

 

 

県計画の表現と統一 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県計画の表現と統一
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ページ 旧 新 摘 要

 33 第４章第５節　水防作業上の心得 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１　水防作業に従事する者は、出動前に身辺を整理し、万一家族が待

避する場合における待避要領を家族に伝え、いったん出動した場合

は、自らの生命が危険な場合を除き、命令がなくて部署を離れるな

ど、勝手な行動をとってはならない。 

２　作業中は、上司の指示に従い、団体行動をとらなければならな

い。 

３　作業中は、私事を慎み、言動に注意し、特に夜間は「洪水」、

「決壊」等の想像による用語を用いてはならない。 

４　命令及び伝達の情報は、特に迅速、正確及び慎重を期し、みだり

に人心を動揺させたり、いたずらに消防団員等が緊張によって疲れ

ないように留意し、最悪時に最大の水防能力を発揮できるよう心掛

けなければならない。 

５　洪水時において堤防に異常が起る時期は、滞水時間にもよるが、

おおむね水位が最大のとき又はその直後である。しかし、がけ崩

れ、陥没等は、通常減水時に生ずる場合が多い（水位が計画高水位

の４分の３ぐらいに減水したときが最も危険）から、洪水が最盛期

を過ぎても完全に流過するまで警戒を厳にする。 

 

 

 

第４章第５節　水防作業 

１　水防作業 

水防作業を必要とする異常事態が発生したときは、被害を未然に

防止し、又は被害の拡大を防ぐため、堤防の構造、流速、護岸、浸

水域及び近接地域の状態等を考慮し、最も適切な工法を選択し実施

するものとする 。 

その際、水防団員は地震の安全確保できる場所までの避難完了に

要する時間を考慮して、水防団員自身の安全を確保できないと判断

したときには、自身の避難を優先する。 

また、水防管理者は平常時から水防実施関係者に水防工法等を習

熟させ、災害時においても最も適切な作業が即時実施できるよう努

めなければならない。 

 

２　水防作業上の心得 

　(1) 水防作業に従事する者は、出動前に身辺を整理し、万一家族が

待避する場合における待避要領を家族に伝え、いったん出動した場合

は、自らの生命が危険な場合を除き、命令がなくて部署を離れるな

ど、勝手な行動をとってはならない。 

(2) 作業中は、上司の指示に従い、団体行動をとらなければならな

い。 

(3) 作業中は、私事を慎み、言動に注意し、特に夜間は「洪水」、

「決壊」等の想像による用語を用いてはならない。 

(4) 命令及び伝達の情報は、特に迅速、正確及び慎重を期し、みだ

りに人心を動揺させたり、いたずらに消防団員等が緊張によって

疲れないように留意し、最悪時に最大の水防能力を発揮できるよ

う心掛けなければならない。 

(5) 洪水時において堤防に異常が起る時期は、滞水時間にもよる

が、おおむね水位が最大のとき又はその直後である。しかし、が

け崩れ、陥没等は、通常減水時に生ずる場合が多い（水位が計画

高水位の４分の３ぐらいに減水したときが最も危険）から、洪水

が最盛期を過ぎても完全に流過するまで警戒を厳にする。 

 

 

 

 

県計画の表現と統一



- 5 -

ページ 旧 新 摘 要

 52 第 10 章第１節　洪水対応 
１から３　（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４から６　（略）

第 10 章第１節　洪水対応 
１から３　（略） 

４　予想される水災の危険の周知等 

市町村長は、洪水予報河川及び水位周知河川以外の河川のうち、

洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保することが特に必要と認める河

川について、過去の降雨により当該河川が氾濫した際に浸水した地

点、その推進その他の状況を水害リスク情報として把握するよう努

めるとともに、これを把握したときは、浸水実績等を地図上に示し

た図面の公表、浸水実績等を付加した洪水ハザードマップの公表、

町中の看板・電中等への掲示等により住民等に周知することとす

る。図面等を公表する場合は、住民への各戸配布やインターネット

上での公表等により行うこととする。 

５から７　（略） 

 

 

 

県計画の表現と統一
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ページ 旧 新 摘 要

 86
資料編 

 

資料編  

別紙33　（通知）高遠ダムスルーシング操作開始の通知 

 

 

　 

 

様式追加
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ページ 旧 新 摘 要

 87
別紙34　（情報）高遠ダムスルーシング操作終了予定の情報 

 

 

様式追加
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ページ 旧 新 摘 要

 88
 別紙35　（情報）高遠ダムスルーシング操作終了の情報 

 

 

様式追加　　　

 131 第５表　重要水防区域一覧表 

表略

第５表　重要水防区域一覧表 

表略

時点修正

 138 第６表　出水による交通遮断が予想される橋梁 

表略

第６表　出水による交通遮断が予想される橋梁 

表略

時点修正

 149 第 12 表　水防信号 

表略

第 12 表　水防信号 

表略

　時点修正


